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第２部では、令和５年度に科学技術・イノベーション創出の振興に関して講じられた施策につ

いて、第６期科学技術・イノベーション基本計画（令和３年３月26日閣議決定）に沿って記述す

る。 

 

第１章  科学技術・イノベーション政策の展開 

 

第１節  科学技術・イノベーション基本計画 
 

政府は、「科学技術・イノベーション基本法」

（平成７年法律第130号）に基づき、５年ごと

に策定する科学技術・イノベーション基本計画

（以下「基本計画」という。）にのっとり、科

学技術・イノベーション行政を総合的かつ計画

的に推進している。 

これまで、第１期（平成８～12年度）、第２

期（平成13～17年度）、第３期（平成18～22

年度）、第４期（平成23～27年度）、第５期（平

成28～令和２年度）の基本計画を策定し、これ

らに沿って政策を進めてきた（第１期～第５期

までは科学技術基本計画）。 

令和３年度から始まった第６期科学技術・イ

ノベーション基本計画（令和３～７年度）（以

下「第６期基本計画」という。）は令和２年６

月の科学技術基本法の本格的な改正により、名

称が「科学技術・イノベーション基本法」となっ

てから初めての計画である。第６期基本計画の

策定に向けた検討は、平成31年４月に内閣総

理大臣から総合科学技術・イノベーション会議

に対して第６期基本計画に向けた諮問（諮問第

21号「科学技術基本計画について」）がなされ

て設置された基本計画専門調査会にて約２年

間にわたり行われ、令和３年３月26日、第６期

基本計画が閣議決定された。 

第６期基本計画では、まず、第５期基本計画

期間中に生じた社会の大きな変化として、先端

技術（人工知能（ＡＩ）、量子等）を中核とし

た国家間の競争の先鋭化を起因とする世界秩

序の再編、技術流出問題の顕在化とこれを防ぐ

取組の強化、気候変動をはじめとするグローバ

ル・アジェンダの現実化、情報社会（Society 

4.0）の限界の露呈を挙げ、これらの変化が新

型コロナウイルス感染症の拡大により加速さ

れていることを指摘している。そして、科学技

術・イノベーション政策の振り返りとして、

Society 5.0の前提となる情報通信技術の本来

の力を生かし切れなかったことや、我が国の論

文に関する国際的地位の低下、若手研究者を取

り巻く厳しい環境、さらには、科学技術基本法

の改正により、「人文・社会科学」の振興と「イ

ノベーションの創出」を法の対象に加えたこと

を挙げている。 

これらの背景の下、第６期基本計画では、第

５期基本計画で提示したSociety 5.0を具体化

し、「直面する脅威や先の見えない不確実な状

況に対し、持続可能性と強
きょう

靱
じん

性を備え、国民

の安全と安心を確保するとともに、一人ひとり

が多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」

とまとめ、その実現のための具体的な取組を以

下のとおり掲げた。 

① 国民の安全と安心を確保する持続可能

で強 靱
きょうじん

な社会への変革 

我が国の社会を再設計し、世界に先駆けた地

球規模課題の解決や国民の安全・安心を確保す

ることにより、国民一人ひとりが多様な幸せを

得られる社会への変革を目指す。 

このため、サイバー空間（仮想空間）とフィ

ジカル空間（現実空間）がダイナミックな好循

環を生み出す社会へと変革させ、いつでも、ど

こでも、誰でも、安心してデータやＡＩを活用
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できるようにする。そして、世界のカーボン

ニュートラルを牽
けん

引
いん

するとともに、自然災害や

新型コロナウイルス感染症などのリスクを低

減することなどにより強
きょう

靱
じん

な社会を構築する。 

また、スタートアップを次々と生み出し、多

様な主体が連携して価値を共
きょう

創
そう

する新たな産

業基盤を構築するとともに、Society 5.0を先

行的に実現する都市・地域（スマートシティ）

を全国・世界に展開していく。 

さらには、これらの取組を支えるとともに、

新たな社会課題に対応するため、総合知を活用

し、戦略的イノベーション創造プログラム（Ｓ

ＩＰ1）第３期やムーンショット型研究開発制

度等の社会課題解決のための研究開発や社会

実装の推進、社会変革を支えるための科学技術

外交の展開を進める。 

② 知のフロンティアを開拓し価値創造の

源泉となる研究力の強化 

研究者の内在的な動機に基づく多様な研究

活動と、自然科学や人文・社会科学の厚みのあ

る「知」の蓄積は、知的・文化的価値以外にも

新技術や社会課題解決に資するイノベーショ

ンの創出につながる。こうした「知」を育む研

究力を強化するため、まず、博士後期課程学生

や若手研究者の支援を強化する。また、人文・

社会科学も含めた基礎研究・学術研究の振興や

総合知の創出の推進等とともに、研究者が腰を

据えて研究に専念しながら、多様な主体との知

の交流を通じ、独創的な成果を創出する創発的

な研究の推進を強化する。 

そして、オープンサイエンスを含め、データ

駆動型研究など、新たな研究システムの構築を

進める。 

我が国最大かつ最先端の「知」の基盤である

大学について、個々の強みを伸ばして多様化し、

研究力を高めるとともに、大学で学ぶ個人の多

様な自己実現を後押しするよう大学改革を進

める。特に、世界最高水準の研究大学の実現に

向けた10兆円規模の大学ファンドによる国際

卓越研究大学への支援と、地域の中核大学や特

定分野に強みを持つ研究大学に対して多様な

機能を強化し、我が国の成長への駆動力へと転

換させる「地域中核・特色ある研究大学総合振

興パッケージ」による支援を両輪として推進し、

我が国全体の研究力の底上げを図る。 

③ 一人ひとりの多様な幸せ（well-being）と

課題への挑戦を実現する教育・人材育成 

社会の再設計を進め、Society 5.0の社会で

価値を創造するために、個人の幸せを追求し、

試行錯誤しながら課題に立ち向かっていく能

力・意欲を持った人材を輩出する教育・人材育

成システムの実現を目指す。具体的には、初等

中等教育段階におけるＳＴＥＡＭ2教育の推

進や、「ＧＩＧＡ3スクール構想」に基づく取組

をはじめとした教育分野のＤＸの推進、外部人

材・資源の学びへの参画・活用等により、好奇

心に基づいた学びを実現し探究力を強化する。

また、大学等における多様なカリキュラム等の

提供、リカレント教育を促進する環境・文化の

醸成をはじめ、学び続ける姿勢を強化する環境

の整備を行う。 

また、これらの科学技術・イノベーション政

策を推進するため、第６期基本計画の期間中に、

政府の研究開発投資の総額として約30兆円を

確保するとともに、官民合わせた研究開発投資

総額を約120兆円とすることを目標に掲げた。 

さらに、第６期基本計画に掲げた取組を着実

に行えるよう、総合知を活用する機能の強化と

未来に向けた政策の立案、エビデンスシステム

（ｅ－ＣＳＴＩ4）の活用による政策立案機能

強化と実効性の確保、毎年の統合戦略と基本計

画に連動した政策評価の実施、司令塔機能の実

効性確保を進めることとしている。 

  

 
1  Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program 
2  Science, Technology, Engineering, Art(s) and Mathematics 
3  Global and Innovation Gateway for All 
4  Evidence data platform constructed by Council for Science, Technology and Innovation 
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第２節  総合科学技術・イノベーション会議 

総合科学技術・イノベーション会議は、内閣

総理大臣のリーダーシップの下、我が国の科学

技術・イノベーション政策を強力に推進するた

め、「重要政策に関する会議」として内閣府に

設置されている。我が国全体の科学技術・イノ

ベーションを俯
ふ

瞰
かん

し、総合的かつ基本的な政策

の企画立案及び総合調整を行うことを任務と

し、議長である内閣総理大臣をはじめ、関係閣

僚、有識者議員等により構成されている（第２

-１-１表）。 

また、総合科学技術・イノベーション会議の

下に、重要事項に関する専門的な事項を審議す

るため、七つの専門調査会（基本計画専門調査

会、科学技術イノベーション政策推進専門調査

会、重要課題専門調査会、生命倫理専門調査会、

評価専門調査会、世界と伍
ご

する研究大学専門調

査会、イノベーション・エコシステム専門調査

会）を設けている。 

 

■第２-１-１表／総合科学技術・イノベーション会議議員名簿（令和６年４月１日現在） 
  

閣
僚 

岸田 文雄 内閣総理大臣 

林 芳正  内閣官房長官 

高市 早苗 科学技術政策担当大臣 

松本 剛明 総務大臣 

鈴木 俊一 財務大臣 

盛山 正仁  文部科学大臣 

齋藤 健  経済産業大臣 

有
識
者 

上山 隆大（常勤議員） 元 政策研究大学院大学教授・副学長 

伊藤 公平（非常勤議員） 慶應義塾長 
慶應義塾大学理工学部教授 
日本学術会議会員 
（一社）日本私立大学連盟常務理事 

梶原 ゆみ子（非常勤議員） 元 富士通株式会社執行役員 EVP CSuO 

佐藤 康博（非常勤議員） 株式会社みずほフィナンシャルグループ特別顧問 
（一社）日本経済団体連合会副会長 

篠原 弘道（非常勤議員） 日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）相談役 
（一社）日本経済団体連合会・デジタルエコノミー推進
委員会委員長 
ヤマハ株式会社 社外取締役 
株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役 

菅 裕明（非常勤議員） 東京大学大学院理学系研究科化学専攻教授 
東京大学先端科学技術研究センター教授 
日本学術会議会員 
ミラバイオロジクス株式会社取締役 

波多野 睦子（非常勤議員） 東京工業大学工学院電気電子系教授 
東京工業大学学長特別補佐 

光石 衛 （非常勤議員） 日本学術会議会長 ※関係機関の長 
  

資料：内閣府作成 
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 １  令和５年度の総合科学技術・イノ

ベーション会議における主な取組 

総合科学技術・イノベーション会議では「統

合イノベーション戦略2023」（令和５年６月９

日閣議決定）の策定、「戦略的イノベーション創

造プログラム（ＳＩＰ1）」及び「研究開発と

Society 5.0との橋渡しプログラム（ＢＲＩＤ

ＧＥ2）」の運営等、政策・予算・制度の各面で

審議を進めてきた。 

令和５年度は、令和６年２月20日の総合科

学技術・イノベーション会議において「統合イ

ノベーション戦略2024」に向けた方向性とし

て、同盟国・同志国やＡＳＥＡＮ3をはじめと

する国際社会との連携強化の必要性などにつ

いて示すとともに、地域中核・特色ある研究大

学総合振興パッケージの改定を行った。 

 

 ２  科学技術関係予算の戦略的重点化 

総合科学技術・イノベーション会議は、政府

全体の科学技術関係予算を重要な分野や施策

へ重点的に配分し、基本計画や統合イノベー

ション戦略の確実な実行を図るため、予算編成

において科学技術・イノベーション政策全体を

俯瞰
ふ か ん

して関係府省の取組を主導している。 

➊ 科学技術に関する予算等の配分の方針 

総合科学技術・イノベーション会議は、中長

期的な政策の方向性を示した基本計画の下、毎

年の状況変化を踏まえ、統合イノベーション戦

略において、その年度に重きを置くべき取組を

示し、それらに基づいて、政府全体の科学技

術関係予算の重要な分野や施策への重点的配

分や政策のＰＤＣＡサイクルの実行等を図っ

ている。 

 
1  Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program 
2  programs for Bridging the gap between R&d and the IDeal society (society 5.0) and Generating Economic and social value  
3  The Association of Southeast Asian Nations  
4  Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM 

➋ 戦略的イノベーション創造プログラ

ム（ＳＩＰ）の推進 

ＳＩＰは、総合科学技術・イノベーション会

議が司令塔機能を生かして、府省や産学官の垣

根を越えて、分野横断的な研究開発に基礎研究

から出口（実用化・事業化）までの一気通貫で

取り組むプログラムである。総合科学技術・イ

ノベーション会議が定める方針の下、内閣府に

計上する「科学技術イノベーション創造推進費」

（令和５年度：555億円）を財源に実施した。 

ＳＩＰ第３期は、第６期基本計画に基づき、

令和３年末に我が国が目指す将来像（Society 

5.0）の実現に向けた15の課題候補を決定し、

公募で決定したプログラムディレクター（ＰＤ）

候補が座長となり、フィージビリティスタディ

（ＦＳ）を実施した。ＦＳ結果に基づいた事前

評価を経て、令和５年１月26日の総合科学技

術・イノベーション会議のガバニングボードに

おいて14課題の実施を決定し、課題ごとに「社

会実装に向けた戦略及び研究開発計画」（戦略

及び計画）を策定し、同年４月より課題の実施

に着手した。 

 

➌ 研究開発とSociety 5.0との橋渡しプロ

グラム（ＢＲＩＤＧＥ）による社会実

装の促進 

ＢＲＩＤＧＥは、令和４年度まで実施してき

た官民研究開発投資拡大プログラム（ＰＲＩＳ

Ｍ4）の制度を見直し、これまで設定していた

技術領域に限らず、ＳＩＰの成果や各省庁の研

究成果を社会課題解決等に橋渡しする「イノ

ベーション化」のための重点課題を設定する仕

組みとし、名称も社会実装への橋渡しというこ

とからＢＲＩＤＧＥに変更した。令和５年度は、

各省庁から重点課題を踏まえた施策として提

案された39課題を実施した。 
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➍ ムーンショット型研究開発制度の推進 

ムーンショット型研究開発制度1は、超高齢

化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題

に対し、人々を魅了する野心的な目標（ムーン

ショット目標）を国が設定し、挑戦的な研究開

発を推進するものである。総合科学技術・イノ

ベーション会議はムーンショット目標１～６

を令和２年１月に、健康・医療戦略推進本部は

ムーンショット目標７を令和２年７月に決定

した。本制度では、社会環境の変化等に応じて

目標を追加することとしており、コロナ禍によ

る経済社会の変容や気候変動問題を踏まえ、総

合科学技術・イノベーション会議は若手研究者

の調査研究に基づき、新たにムーンショット目

標８、９を令和３年９月に決定した。「ムーン

ショット型研究開発制度に係るビジョナリー

会議」で示されたヒューマン・セントリック（人

間中心の社会）な考え方も踏まえ、最終的には、

一人ひとりの多様な幸せ（well-being）を目指

す（第２-１-２図）。 

令和５年度には、８月に「ムーンショット型

研究開発制度合同シンポジウム」を開催した。

目標１～９をそれぞれ統括するＰＤ2９名が

一堂に会し、2040、2050年の未来社会やその

実現に向けた新たな取組について意見を交わ

した。12月には、エネルギー問題と地球環境問

題を同時に解決する次世代のエネルギーとし

て期待されるフュージョンエネルギーに関す

る目標10「2050年までに、フュージョンエネ

ルギーの多面的な活用により、地球環境と調和

し、資源制約から解き放たれた活力ある社会を

実現」を新たに決定した（第70回総合科学技

術・イノベーション会議）。 

 

 
1  ムーンショット型研究開発制度 
 https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html 

  
2  研究開発プロジェクト 
 https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/project.html 
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 ３  国家的に重要な研究開発の評価

の実施 

総合科学技術・イノベーション会議は、「内

閣府設置法」（平成11年法律第89号）第26条第

１項第３号に基づき、国の科学技術政策を総合

的かつ計画的に推進する観点から、各府省が実

施する大規模研究開発1等の国家的に重要な

研究開発を対象に評価を実施している。 

また、同会議は、「特定国立研究開発法人に

よる研究開発等の促進に関する特別措置法」

（平成28年法律第43号）第５条及び「福島復

興再生特別措置法」（平成24年法律第25号）に

 
1  国費総額約300億円以上の研究開発のうち、科学技術政策上の重要性に鑑み、評価専門調査会が評価すべきと認めたもの 

基づき、特定国立研究開発法人の中長期目標期

間の最終年度においては、基本計画等の国家戦

略との連動性の観点等から見込評価等や次期

中長期目標案に対して、また、令和５年度から

設置された福島国際研究教育機構に対しては

新たな中期目標案等に対して、意見を述べてい

る。 

文部科学省では、「国の研究開発評価に関す

る大綱的指針」（平成28年12月21日内閣総理

大臣決定）を受けて改定した、「文部科学省に

おける研究及び開発に関する評価指針」（平成

14年６月20日文部科学大臣決定、平成29年４

■第２-１-２図／ムーンショット目標 
  

 
  

資料：内閣府作成 
  

“Moonshot for Human Well-being”
(人々の幸福に向けたムーンショット型研究開発）

目標１：
2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された
社会を実現

目標２：

目標３：

目標４：

目標５：

目標６：

目標７：

2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる
社会を実現

2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現

2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し
人と共生するロボットを実現

2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り
耐性型汎用量子コンピュータを実現

2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模で
ムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出

2040年までに、主要な疾患を予防・克服し100歳まで健康不安なく
人生を楽しむためのサステイナブルな医療・介護システムを実現

目標８：

目標９：

2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の
脅威から解放された安全安心な社会を実現

2050年までに、こころの安らぎや活力を増大することで、精神的に
豊かで躍動的な社会を実現

目標10：
2050年までに、フュージョンエネルギーの多面的な活用により、
地球環境と調和し、資源制約から解き放たれた活力ある社会を実現
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月１日最終改定）を踏まえ、科学技術・学術審

議会 研究計画・評価分科会等において研究開

発課題の評価を実施するとともに、研究開発プ

ログラム評価の実施に向け、議論や試行を重ね

るなどして、より一層実効性の高い研究開発評

価を実施することにより、優れた研究開発が効

果的・効率的に推進されることを目指している。 

４  専門調査会等における主な審議

事項 

➊ 評価専門調査会 

第６期基本計画では、「指標を用いながら進

捗状況の把握、評価を評価専門調査会において

継続的に実施」するとされており、これを受け

て評価専門調査会の体制を見直した。 

令和４年度以降は、同基本計画における評価

対象事例を増やすとともに、進捗状況を把握し

ていくこととしている。 

また、新体制の評価専門調査会では、従来実

施している「国家的に重要な研究開発の評価」

について、各省評価における評価項目の設定や

評価基準の考え方と、「基本計画」や「大綱的

指針」との整合を図ることを目的とした評価を

開始した。 

➋ 生命倫理専門調査会 

生命倫理専門調査会では、受精胚
はい

核置換等の

取扱いについて検討を行い、令和５年６月に、

「『ヒト胚
はい

の取扱いに関する基本的考え方』見

直し等に係る報告（第二次及び第三次）」につ

いての補遺を取りまとめた。今後、ヒト受精胚
はい

に関する新たな技術が出現した場合等、科学技

術に関する生命倫理上の課題が生じたときに

は、生命倫理専門調査会において、最新の科学

的知見や社会的妥当性の評価に基づく検討を

行っていくこととしている。 
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第３節  統合イノベーション戦略 
 

政府は、Society 5.0の実現に向け、関連施策

を府省横断的かつ一体的に推進するため、統合

イノベーション戦略を策定している。本戦略は

１年間の国内外における科学技術・イノベー

ションを巡る情勢を分析し、強化すべき課題、

新たに取り組むべき課題を抽出して、施策の見

直しを行っている。 

統合イノベーション戦略2023は、第６期基

本計画の実行計画に位置付けられる３年目の

年次戦略である。先端技術の急進展や、ウクラ

イナ情勢の長期化によるサプライチェーンの

重要性拡大などを背景とした科学技術・イノ

ベーションへの期待の高まりを踏まえ、今後１

年間で取り組む科学技術・イノベーション政策

の具体化を行った。 

統合イノベーション戦略2023においては、

以下の三つの基軸を政策の中心に据えている。 

➀ 先端科学技術の戦略的な推進  

生成ＡＩを契機とした対応強化、量子・

フュージョンエネルギーの戦略強化やシンク

タンク、経済安全保障重要技術育成プログラ

ムやＳＩＰ等を通じ、我が国の未来を支える

技術を育て社会実装につながる取組を加速 

➁ 知の基盤と人材育成の強化 

大学ファンドと地域中核・特色ある研究大

学の振興の両輪による研究力強化や、創造的

な研究をリードする多様な人材の育成強化

と活躍のキャリアパスの拡大、Ｇ７を契機と

したパートナー国との連携強化や、国際頭脳

循環形成、学術ジャーナルを巡る対応強化を

通じ、イノベーションと価値創造の源泉とな

る知を持続的に創出 

➂ イノベーション・エコシステムの形成 

イノベーションの担い手として我が国が

強みを持つディープテックをはじめとする 

スタートアップの徹底支援、グローバル・ス

タートアップ・キャンパス構想実現に向けた

 
1  International Thermonuclear Experimental Reactor 
2  Broader Approach 

本格始動や拠点都市の取組の推進などによ

るエコシステム形成強化を通じ、科学技術・

イノベーションの恩恵を国民や社会、地域に

還元 

 

さらに、戦略的に取り組む分野について、量

子分野では、ここ数年の量子産業を巡る国際競

争の激化など外部環境が変化する中で、我が国

の優位性を獲得し、有志国と強固な関係を構築

することで、将来の量子技術の社会実装や量子

産業の強化を実現するため、実用化・産業化に

向け重点的・優先的な取組をまとめた「量子未

来産業創出戦略」（令和５年４月14日統合イノ

ベーション戦略推進会議決定）を策定した。令

和２年１月に策定した「量子技術イノベーショ

ン戦略」と令和４年４月に策定した「量子未来

社会ビジョン」に掲げた目標達成に向け、官民

一体となった量子技術イノベーションに関す

る総合的かつ戦略的な取組を強力に推進して

いる。 

また、ＡＩ分野では生成ＡＩなどの技術の変

化や国際的な議論を踏まえて、新たに設置され

た「ＡＩ戦略会議」において「ＡＩに関する暫

定的な論点整理」が令和５年５月に取りまとめ

られ、ＡＩに関する国際的な議論と多様なリス

クへの対応、ＡＩの最適な利用、ＡＩ開発力の

強化等に向けて取組が進められている。 

フュージョンエネルギー分野では、国家戦略

として初めて、「フュージョンエネルギー・イ

ノベーション戦略」（令和５年４月14日統合イ

ノベーション戦略推進会議決定）を策定した。

同戦略を踏まえ、フュージョンエネルギーをエ

ネルギー・環境問題の解決策としてだけでなく、

新たな産業と位置付け、産業育成戦略、技術開

発戦略、推進体制の構築等に一体的に取り組む

こととしている。具体的には、ＩＴＥＲ1計画

/ＢＡ2活動、原型炉開発と続くアプローチに



    

第２部 科学技術・イノベーション創出の振興に関して講じた施策 

  

 70 

加え、フュージョンエネルギーの実用化に向け

て、産業協議会の設立やスタートアップ等の研

究開発、安全規制に関する議論、ムーンショッ

ト型研究開発制度を活用した新興技術の支援

強化、教育プログラムの提供等の取組を推進し

ている。 
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第４節  科学技術・イノベーション行政体制及び資金循環の活性化 
 

 １  科学技術・イノベーション行政体制 

政府は、総合科学技術・イノベーション会議

による様々な答申等を踏まえ、関係行政機関が

それぞれの所掌に基づき、国立試験研究機関、

国立研究開発法人及び大学等における研究の

実施、各種の研究制度による研究の推進や研究

開発環境の整備等を行っている。 

文部科学省は、各分野の具体的な研究開発計

画の作成及び関係行政機関の科学技術に関す

る事務の調整を行うほか、先端・重要科学技術

分野の研究開発の実施、創造的・基礎的研究の

充実・強化等の取組を総合的に推進している。

また、科学技術・学術審議会を置き、文部科学

大臣の諮問に応じて科学技術の総合的な振興

や学術の振興に関する重要事項についての調

査審議とともに、文部科学大臣に対し意見を述

べること等を行っている。 

科学技術・学術審議会における主な決定・報

告等は、第２-１-３表に示すとおりである。 

我が国の科学者コミュニティの代表機関と

して、210人（定員）の会員及び約1,900人の

連携会員から成る日本学術会議は、内閣総理大

臣の所轄の下に置かれ、科学に関する重要事項

を審議し、その実現を図るとともに、科学に関

する研究の連携を図り、その能率を向上させる

ことを職務としている（第２-１-４図）。 

 

■第２-１-３表／科学技術・学術審議会の主な決定・報告等（令和５年度） 
  

年 月 日 主な報告等 

令和５年４月26日 

 

令和５年６月27日 

 

令和５年８月30日 

 

令和５年12月11日 

 

令和５年12月22日 

 

〔資源調査分科会〕 

日本食品標準成分表（八訂）増補2023年 

〔学術分科会 研究環境基盤部会〕 

中規模研究設備の整備等に関する論点整理 

〔学術分科会 人文学・社会科学特別委員会〕 

人文学・社会科学研究の振興に向けた当面の施策の方向性について 

〔情報委員会〕 

オープンサイエンスの推進について（一次まとめ） 

〔総会〕  

災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画（第３次）の推

進について（建議） 
  

資料：文部科学省作成 
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日本学術会議においては、「日本学術会議の

より良い役割発揮に向けて」（令和３年４月22

日日本学術会議総会）を踏まえて、国民の幅広

い理解や支持の下でナショナルアカデミーと

しての機能をより良く発揮できるよう、国際活

動や科学的助言機能の強化等をはじめとした

具体的な取組を進めている一方で、更なる改革

の必要性も強く指摘されている。 

令和５年度においては、意思の表出として、

勧告１件、声明２件、回答１件、提言７件、見

解36件、報告25件を公表した1。 

また、日本学術会議では、協力学術研究団体

（2,142団体：令和５年度末時点）等の科学者

コミュニティ内のネットワークの強化と活用

に取り組むとともに、各種シンポジウム・記者

会見等を通じて、科学者コミュニティ外との連

携・コミュニケーションを図っている。 

さらに、国際学術会議（ＩＳＣ2）をはじめ

とする42の国際学術団体に、我が国を代表し

 
1  日本学術会議ウェブサイト「提言・報告等」 https://www.scj.go.jp/ja/info/index.html 

  
2  International Science Council 
3  Science and Technology in Society forum 

て参画するなど、国際学術交流事業を推進して

いる。令和５年度は閣議口頭了解を得て９件の

共同主催国際会議を開催したほか、令和５年

（2023年）７月に、インドでサイエンス20会

合（Ｇ20各国の科学アカデミーがＧ20サミッ

トに向けて科学的提言を行う枠組み）に参加し、

気候変動・ヘルス・科学と文化についての共同

声明の取りまとめに貢献した。また、令和５年

（2023年）10月には、科学技術と人類の未来

に関する国際フォーラム（ＳＴＳフォーラム3）

において、日本学術会議がアカデミー・プレジ

デント会議を主催し、海洋の生物多様性保全に

関する議論を行った。 

なお、日本学術会議の在り方については、令

和５年12月に日本学術会議の在り方に関する

有識者懇談会において取りまとめられた「中間

報告」を踏まえ、同月、日本学術会議を国から

独立した法人格を有する組織とすることを内

容とする「日本学術会議の法人化に向けて」（令

■第２-１-４図／日本学術会議の構成 
  

 
注：令和６年２月１日時点 

資料：内閣府作成 
  

日本学術会議

勧告
要望
声明
提言
見解
報告

社 会

政府
（各府省庁）

会員：定員210名（総理が任命） 連携会員：約1,900名（会長が任命）
※任期は６年（３年毎に半数を改選。次回は令和８年10月）

第一部（人文・社会科学）
第二部（生命科学）
第三部（理学・工学）

答申
回答

若手アカデミー
機能別委員会
分野別委員会
課題別委員会 等

総会：日本学術会議の最高議決機関。原則として年２回（４月・10月）
会長が招集。210人の会員で構成。

幹事会：日本学術会議の運営に関する事項を審議。会長、副会長、
各部の部長・副部長・幹事で構成。

委員会の下に
分科会を設置（ ）

各国アカデミーや国
際的な学術機関との

連携

会 長 ：光石 衛 （大学改革支援・学位授与機構理事、東京大学名誉教授）

副会長（科学者委員会担当）：三枝 信子 （国立環境研究所地球システム領域領域長）

副会長（科学と社会委員会担当）：磯 博康 （国立国際医療研究センター国際医療協力局

グローバルヘルス政策研究センターセンター長）

副会長（国際委員会担当） ：日比谷 潤子 （聖心女子学院常務理事、国際基督教大学

名誉教授）
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和５年12月22日内閣府特命担当大臣決定）を

公表した。今後、同決定に示した考え方に沿っ

て、日本学術会議の意見も聴きながら、内閣府

において法制化に向けた具体的な検討を進め

ることとしている。 

 

 ２  知と価値の創出のための資金循

環の活性化 

➊ 科学技術関係予算 

我が国の令和５年度当初予算における科学

技術関係予算は４兆7,882億円であり、そのう

ち一般会計分は３兆5,170億円、特別会計分は

１兆2,712億円となっている。令和５年度補正

予算における科学技術関係予算は４兆1,397

億円であり、そのうち一般会計分は３兆4,702

億円、特別会計分は6,695億円となっている

（令和６年２月時点）。科学技術関係予算（当

初予算）の推移は第２-１-５表、府省別の科学

技術関係予算は第２-１-６表のとおりである。 

 

■第２-１-５表／科学技術関係予算の推移 
  

（単位：億円） 

年 度 

項 目 
平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 科学技術振興費  （Ａ） 13,175 13,597 13,639 13,638 13,788 13,942 

  対前年度比  ％ 101.0 103.2  100.3  100.0  101.1  101.1  

 その他の研究関係費（Ｂ） 17,340 20,584 22,129 19,769 22,041 21,228 

  対前年度比  ％ 113.0 118.7  107.5  89.3  111.5  96.3  

 一般会計中の科学技術関係予算             

   （Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ） 30,515 34,182 35,768 33,407 35,829 35,170 

  対前年度比    ％ 107.5 112.0  104.6  93.4  107.3  98.2  

 特別会計中の科学技術関係予算             

           （Ｄ） 7,908 8,237 8,094 7,776 8,040 12,712 

  対前年度比   ％ 105.5  104.2  98.3  96.1  103.4  158.1  

 科学技術関係予算             

   （Ｅ）＝（Ｃ）＋（Ｄ） 38,423 42,419 43,862 41,183 43,869 47,882 

  対前年度比   ％ 107.1 110.4  103.4  93.9  106.5  111.6  

 国の一般会計予算  （Ｆ） 977,128 1,014,571 1,026,580 1,066,097 1,075,964 1,143,812 

  対前年度比   ％ 100.3 103.8  101.2  103.8  101.0  106.3  

 国の一般歳出予算  （Ｇ） 588,958 619,639 634,972 669,023 673,746 727,317 

  対前年度比   ％ 100.9 105.2  102.5  105.4  100.7  108.0  
 

注：１．各年度とも当初予算額である。 

 ２．各種積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

資料：内閣府作成 
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■第２-１-６表／府省別科学技術関係予算 
  

（単位：億円） 

 
注：１．補正予算額は、当初予算額同様の統一的な基準による集計ではなく、府省ごとの判断に基づく集計である。 

 ２．各種積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

資料：内閣府作成 
  

事項 
 
 

府省等名 

令和４年度（当初予算額） 令和４年度（補正予算額） 令和５年度（当初予算額） 令和５年度（補正予算額） 

  
特別 
会計 

総額 
  

特別 
会計 

総額 
  

特別 
会計 

総額 
  

特別 
会計 

総額 一般 
会計 

科学技術 
振興費 

一般 
会計 

科学技術 
振興費 

一般 
会計 

科学技術 
振興費 

一般 
会計 

科学技術 
振興費 

国   会 12  11  - 12  - - - - 11 11 - 11 - - - - 

内閣官房 626  - - 626  199 - - 199 626 - - 626 275 - - 275 

内 閣 府 1,223  953  - 1,223  2,895 2,397 - 2,895 1,218 948 - 1,218 1,645 960 - 1,645 

警 察 庁 22  20  - 22  3 3 - 3 23 20 - 23 1 1 - 1 

金 融 庁 - - - -  6 - - 6 - - - - - - - - 

消費者庁 30  - - 30  - - - - 34 - - 34 50 - - 50 

こども家庭庁 - - - -  - - - - - - - - 10 - - 10 

デジタル庁 58  - - 58  55 - - 55 49 - - 49 35 - - 35 

復 興 庁 - - 299  299  - - - - - - 391 391 - - - - 

総 務 省 1,065  661  - 1,065  880 788 - 880 1,060 704 - 1,060 944 638 - 944 

法 務 省 11  - - 11  - - - - 12 - - 12 - - - - 

外 務 省 1,302  - - 1,302  30 - - 30 637 - - 637 52 - - 52 

財 務 省 11  10  - 11  1 1 - 1 10 10 - 10 4 4 - 4 

文部科学省 19,514  8,863  1,086  20,599  11,288 6,978 148 11,436 19,494 8,920 1,086 20,579 10,402 9,555 201 10,602 

厚生労働省 2,205  647  658  2,863  551 52 - 551 1,673 669 672 2,345 788 79 - 788 

農林水産省 1,997  943  - 1,997  322 93 - 322 1,925 945 - 1,925 414 133 - 414 

経済産業省 1,722  1,104  4,708  6,430  27,631 17,588 759 28,390 1,730 1,122 9,313 11,043 19,403 16,225 5,820 25,223 

国土交通省 3,948  284  95  4,044  1,016 117 - 1,016 4,034 295 93 4,127 637 93 - 637 

環 境 省 436  290  1,193  1,630  19 14 259 278 434 296 1,157 1,591 45 21 674 719 

防 衛 省 1,645  - - 1,645  - - - - 2,199 - - 2,199 - - - - 

合  計 35,829  13,788  8,040  43,869  44,898 28,031 1,166 46,064 35,170 13,942 12,712 47,882 34,702 27,708 6,695 41,397 

➋ 民間の研究開発投資促進に向けた税

制措置 

政府は、我が国の研究開発投資総額の約７割

を占める民間企業の研究開発投資を維持・拡大

し、イノベーション創出につながる中長期的・

革新的な研究開発を促すことを目的に、「研究

開発税制」と呼ばれる税制措置を設けている。 

「研究開発税制」とは、研究開発を行う企業

の法人税額から、試験研究費の額に応じて、一

定割合を控除できる制度である（第２-１-７

図）。 

イノベーションの国際競争が激化する中、研

究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間

による無形資産投資を後押しすることを目的

として、特許権等の知的財産権から生じる所得

に減税措置を適用するイノベーション拠点税

制（イノベーションボックス税制）を令和６年

度税制改正において創設することとなった（第

２-１-８図）。 
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■第２-１-７図／研究開発税制（令和５年４月～令和７年度末までの措置） 
  

  
資料：経済産業省作成 

  

 

■第２-１-８図／イノベーション拠点税制（令和７年４月～令和13年度末までの措置） 
 

 
  

資料：経済産業省作成 
  

 

イノベーション拠点税制（イノベーションボックス税制）のイメージ

： 課税所得全体

： 本税制の対象となる所得

フランス（2001）、ベルギー（2007）、オランダ（2007）、イギリス（2013）、韓国（※３）（2014）、アイルランド（2016） 、
インド（2017）、イスラエル（2017）、シンガポール（2018）、スイス（2020）、香港（2024目標）

＜各国・地域の導入状況（※２）（括弧内は導入年数）＞

（※２）米国には、無形資産由来の所得に係る制度として、FDII、GILTIが存在 （※３）韓国では中小企業を対象とした制度

特許権等

譲渡
所得

ライセンス
所得

所得控除

30%圧縮

企業が主に「国内で」、「自ら」
開発した知財に限る（※１）

対象所得について、
29.74%から約20%相当まで引下げ

（法人実効税率ベース）

（※１）産業競争力強化法において新設する規定により確認。
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